
平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

四

三

七

号

官
房
長
官
の
「
早
く
結
婚
し
、
次
の
世
代
を
作
る
の
は
義
務
」
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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官
房
長
官
の
「
早
く
結
婚
し
、
次
の
世
代
を
作
る
の
は
義
務
」
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

町
村
官
房
長
官
は
、
五
月
二
五
日
の
東
京
大
学
の
講
演
で
、

「
早
く
い
い
相
手
を
見
つ
け
て
結
婚
し
て
、
次
の
世
代
を
作
る
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
方
の
義
務
だ
と
思
う
」
「
私
は
ち
ゃ
ん
と

義
務
を
果
た
し
て
二
人
の
子
ど
も
を
作
っ
た
」

と
発
言
し
た
。
（
五
月
二
六
日
付
・
読
売
新
聞
）

当
該
発
言
は
、
東
京
大
学
の
「
五
月
祭
」
の
一
環
と
し
て
、
「
行
政
機
構
研
究
会
」
が
企
画
し
「
町
村
�
孝
内
閣
官
房
長
官

講
演
会
」
と
い
う
題
で
実
施
さ
れ
た
講
演
会
で
な
さ
れ
た
。
当
該
講
演
会
に
つ
い
て
は
、
主
催
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
「
現

職
の
内
閣
官
房
長
官
の
お
話
を
聞
く
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
い
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
告
知
、
参
加
者
を
募
集
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
町
村
官
房
長
官
の
発
言
は
、
私
的
な
勉
強
会
な
ど
で
は
な
く
、
公
的
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い

る
。し

か
し
、
当
該
発
言
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
文
言
の
定
義
や
法
的
根
拠
が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
町
村
官
房
長
官
の
真

意
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
と
が
国
民
個
々
の
人
生
選
択
に
関
わ
る
重
大
事
で
あ
る
だ
け
に
、
発
言

の
真
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
急
務
で
あ
る
。
発
言
の
真
意
が
明
ら
か
に
さ
れ
れ
ば
、
内
閣
や
国
会
議
員
の
な
か
に
す
ら

一



「
義
務
」
を
果
た
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
「
義
務
」
の
存
在
す
ら
認
識
し
て
い
な
い
者
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
。
こ
れ
は
由
々
し
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

《
町
村
官
房
長
官
の
講
演
会
に
お
け
る
立
場
》
に
つ
い
て

�

当
該
講
演
会
は
、
「
町
村
�
孝
内
閣
官
房
長
官
講
演
会
」
と
い
う
題
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
か
。

�

町
村
官
房
長
官
は
、
「
現
職
の
内
閣
官
房
長
官
」
と
い
う
立
場
で
講
演
す
る
よ
う
依
頼
を
受
け
、
「
現
職
の
内
閣
官
房

長
官
」
と
い
う
立
場
で
講
演
し
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
か
。

二

《
皆
さ
ん
方
》
に
つ
い
て

�

町
村
官
房
長
官
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
皆
さ
ん
方
」
と
い
う
の
は
、
対
象
を
誰
と
想
定
し
た
発
言
か
。
東
京
大
学
の
卒
業

生
・
在
校
生
に
限
定
し
た
も
の
か
、
日
本
国
民
全
体
か
。
町
村
官
房
長
官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

東
京
大
学
の
卒
業
生
・
在
校
生
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
特
定
の
男
女
に
の
み
「
義
務
」
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
の
か
、
町
村
官
房
長
官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

《
早
く
》
に
つ
い
て

二



�

当
該
発
言
に
お
け
る
「
早
く
」
と
は
、
具
体
的
に
い
つ
を
指
し
て
い
る
の
か
。
年
齢
な
の
か
、
「
卒
業
後
何
年
以
内
」

な
の
か
、
ま
た
は
「
今
す
ぐ
」
な
の
か
。
町
村
官
房
長
官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

町
村
官
房
長
官
は
、
な
ぜ
「
早
く
」
結
婚
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
か
。

四

《
結
婚
》
に
つ
い
て

こ
の
場
合
の
「
結
婚
」
は
、
法
律
婚
に
限
る
の
か
。
事
実
婚
や
「
同
性
婚
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
町
村
官
房
長
官
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

《
義
務
》
に
つ
い
て

�

町
村
官
房
長
官
が
「
早
く
い
い
相
手
を
見
つ
け
て
結
婚
し
て
、
次
の
世
代
を
作
る
」
こ
と
が
「
義
務
」
だ
と
す
る
根
拠

は
何
か
。

�

「
皆
さ
ん
方
」
の
対
象
者
が
「
結
婚
」
も
「
次
の
世
代
を
作
る
」
こ
と
も
し
て
い
な
い
場
合
、
「
義
務
」
を
果
た
し
て

い
な
い
の
か
。
町
村
官
房
長
官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

た
と
え
「
結
婚
」
し
て
い
て
も
、
子
ど
も
を
産
ま
な
い
カ
ッ
プ
ル
は
、
「
義
務
」
を
果
た
し
て
い
な
い
の
か
。
町
村
官

房
長
官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三



�

町
村
官
房
長
官
は
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
国
民
の
義
務
」
は
何
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。
当
該
発
言
に
お
け

る
「
義
務
」
は
、
ど
の
条
文
に
相
当
す
る
と
考
え
て
い
る
か
。

�

「
義
務
」
を
果
た
さ
な
か
っ
た
場
合
、
罰
則
規
定
が
あ
る
の
か
。
町
村
官
房
長
官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

現
在
の
内
閣
や
国
会
議
員
の
な
か
に
、
「
結
婚
」
を
し
て
い
な
い
議
員
、
「
次
の
世
代
を
作
る
」
こ
と
を
し
て
い
な
い

議
員
も
い
る
が
、
町
村
官
房
長
官
は
、
彼
ら
が
「
義
務
」
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
見
解
か
。

六

《
福
田
総
理
の
見
解
》
に
つ
い
て

�

当
該
発
言
に
つ
い
て
、
現
職
の
内
閣
官
房
長
官
の
発
言
と
し
て
適
切
で
あ
る
、
と
福
田
総
理
は
考
え
る
か
。

�

当
該
発
言
に
対
し
、
福
田
総
理
は
町
村
官
房
長
官
に
対
し
何
ら
か
の
対
応
を
し
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


